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１．開会 

 

○事務局  第 3 期第 4回目の平井川流域連絡会を開催します。 

（資料の確認  次第・委員名簿・活動状況報告書・現況調査分科会活動報告・

整備計画検討会・河川整備計画新旧比較表・河川整備計画策定スケジュール・

河川関連・パンフレット） 

 

２．議題 

（１）委員の紹介 

 

○座長  4 月に行政委員の異動があり、4名変更になりました。新しい行政委員は、建設

局河川部計画課の行政委員、西多摩建設事務所の行政委員、あきる野市の行政

委員、日の出町の行政委員の４名です。 

 

（２）検討会、分科会等の活動状況 

 

○座長  次の議題である「検討会、分科会等の活動状況」にいきます。まず、現況調査

分科会の報告をお願いします。 

○市民委員 現況調査分科会の報告をさせて頂きます。現況調査分科会は座長や進行役を

決めていないので、事務局から私に報告の要請がありましたので報告させて頂

きます。 

まず第１回目の現地視察会は、尾崎橋上流 50ｍ区間の工事前の状況を見に行

ったものです。これは、工事を始める前に市民委員からいろいろ要望を聞くた

めに行なったものです。その後、右岸工事が終わった時点でどのような工事を

行ったか説明して頂き、左岸の工事も右岸と同様な方法で実施したいとのこと

でした。それに対して市民委員より出された主な意見は、次の４つです。 

①大きな石は活用して欲しい。平井川の工事で出てきた大きな石を活用して

欲しい。②空石積みの護岸にして頂いたので、魚の住みか、湧水の流れこみ等

色々な点で非常に評価出来る。③右岸側はもともとある程度まとまった樹林地

になっていたので、樹木を植えて復元して欲しい。④こういったかたちで現地

視察会するのは、意見交換もスムーズになるので、今後も実施して欲しい。 

４番目の意見を受けて、現地視察会を６月 25 日に実施しました。出席者は、

現況調査分科会の委員が４名で、東京都河川部、事務局などが出席しました。

資料の１枚目の写真横に当日の参加者が出ています。これまでに、市民委員か

ら「18 年度以降の改修工事は環境調査を実施し、それに基づく保全計画を立て、

どういった工事が可能か検討して欲しい。それまでは一時 18 年度以降の改修工
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事は中断してもらえないか」という意見を出しました。それに対して西多摩建

設事務所からは「工事の中断は非常に難しい。この場所を工事するかというこ

とに関しては多少計画を変更することが出来る」ということで、「何処が工事が

必要な場所なのか、何処を特に保全して欲しいのか、これまで行ってきた改修

工事についてどんな意見を市民側が持っているのか」について確認する目的で

現地視察会が行われました。現地視察区間は、事業認証区間の最下流部から日

の出橋までの約 7km の区間です。意見交換をする時間の調整がつかなかったの

で、まとめをする部会はまだ行われていません。ここに示した主な意見は、現

地を歩きながら、思いつくままいろいろ言った事を事務局で記録したものもで、

皆で意見を出し合ってまとめたものではありません。そういう意味でばらばら

と出てきた意見だと思って下さい。 

多摩川合流点の少し上流の落差工です。18 年度の工事として全面魚道を計画

している場所です。工事の内容については、今後も調整を図っていくというこ

とになっています。子どもの遊び場となっているので、改修時に配慮して欲し

いとか色々な意見が出ました。なお、この現地視察で始めて知ったのですが、

東京都が管理している場所が多摩川との合流点ではなく、合流点よりも少し上

の地点だということです。 

次に、今の落差工の少し上流の落差工については、下流側が洗掘され、非常

に段差が大きくなっている。左岸側の古い魚道は、機能していない。落差工上

流の左右岸の活用は何か考えられないか等の意見が出されました。 

多西橋よりも少し上流のラバーダムついては、ゴムシートが丸見えなので見

栄えが悪いとか、年に一度の草刈が望ましい等の意見が出されました。 

新開橋の少し下流の左岸側に高瀬耕地という田が広がっており、ここで道路

建設に伴う発掘調査が行われています。平井川、あるいは平井川の支流の旧河

道のある地層はどういうふうにあったのか、その地層を中心に遺跡がいろいろ

出ているので遺跡を川全体の環境と合わせて保全できないかという意見が出さ

れた。また、河床低下しているため魚巣ブロックが露出し、役割を果たしてい

ない等の意見が出されました。 

ふれあい橋の下流右側の石畳状の歩道については、石畳を敷いておくと草が

生えないので、水際へのアクセスとして子ども達も利用できる良い空間になっ

ている。コンクリートだと違和感があり土だと草刈が必要なので石畳がいいと

いう意見がありました。 

代田橋の下流のブロックがよくなく、暫定的なものかという意見があり、西

多摩建設事務所より改修工事としては完了している場所で、やり直すことは難

しいという説明がありました。また、遊歩道の入り口の真ん中に看板があって

遊歩道に入れないような感じでふさがっているので直して欲しいという意見も
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ありました。 

菅瀬橋下流の落差工については、魚道が無く魚道が必要ではないかという意

見が出ました。この場所は、東京大学河川工学の先生が調査している場所で、

落差工の下のところは水の流れが止っているので、魚の種類が極端に少ない等

の研究があり、こういった落差工のあり方は検討していく必要があるのではな

いかという意見が出されました。 

菅瀬橋上流は、比較的多くジュズカケハゼが確認されている。 

観音橋上流の落差工は、昨年度維持工事が行われた場所で、維持工事に当た

り、何故、布団籠が敷き詰められてしまったのか、こういうかたちで河道を造

られてしまうと自然のかたちの河道ではなくなり、魚が住めない状況になって

しまっている、設置の高さも、深いところにおくべきではなかったのか、等の

意見が出された。 

まとめて報告できなくて申し訳ありません。読んで解らないところがありま

したら質問して下さい。以上です。 

 

○座長  ありがとうございました。何か気が付いた事、質問したいところがあればよろ

しくお願いします。 

○市民委員 現地視察して一番感じたのは、両岸がコンクリートで固められた所が延々と

続いている。新たな工事をするより、自然との調和がとれた川づくりという観

点からこれを何とかして頂きたいと一番感じた。整備計画との関係で言えば、

整備計画の中に既存のコンクリートで固められたような川を再生することも河

川工事として位置付ける文章が入っていたというのですが、それを是非残して

もらいたい。 

 

○座長  それは整備計画検討会の方で話をして頂ければと思います。それでは、もし何

かご質問、意見があれば後で確認していただくということで、蛍保全分科会の

報告に移ります。よろしくお願いします。 

○行政委員 蛍保全分科会からの報告をいたします。平成 17 年度蛍保全分科会活動状況報

告書という中間報告の書類が３枚あります。委員は、11 名で構成しています。 

第１回目の会議は４月 28 日にあきる野ルピア会議室（３階）で行いました。

出席者７名です。 

分科会の係わりについては、地域との連携が必須である。例えばホタルの里

を作っても地域の方にやっていただくより仕方ないのではないかということで

連携が必須であるということです。ホタルの保全については地元主体で行い、

地元のご協力により管理をして頂くというかたちで行いたいと考えています。 

平成 17 年度の活動について報告します。 
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日の出町玉の内地区にある花菖蒲の里にヘイケボタルが生息する場所を作る

ということです。なお、川周辺にはゲンジボタルが生息しています。 

谷戸川については、上流にはホタルを確認しており、谷戸川と平井川の合流

部まで広がるのを期待する。 

あきる野市の平高橋下流については、カワニナの住める環境づくりを行う。

この場所については河川区域との関係を西多摩建設事務所が確認することにな

っています。 

その他意見としては、 

①他所からホタルを一部持って来て繁殖させるという意見と環境面からホタ

ルやカワニナを他所から持ってくることはあまりしない方がよいという意

見があった。 

②あまり急いでやらないほうがいい。 

③花菖蒲の里については、ヘイケボタルが本当に絶滅しているか今年調査を行

ってみる。 

④谷戸川、草花公園、平高橋の飛翔の実体を調査してみる。 

⑤花菖蒲の里の地権者からは了解を得ており、簡単な書類を取り交わす予定

ですがまだいつ頃からやるかは決定していません。今後、書類を取り交わ

す予定である。 

以上、今年度の活動については、①横沢入地点のホタルを確認するとともに、

花菖蒲の里をはじめ、各地点の飛翔状況の収集、情報を集める。②カワニナの

生息環境を確認し、平高橋で今年実施したい。③現地視察を７月５、６、７日

の何れか１日に実施し、できればその後に打合せを行う予定です。 

第２回目は、７月６日に実施した現地視察会です。現地視察は、さかな園上

流、タルクボ沢、横沢入の３箇所です。出席者委員は７名です。 

若干最盛期の飛翔時期を過ぎていましたが、魚園上流、タルクボ沢では、ゲ

ンジボタルが多数飛翔していた。横沢入についてはゲンジボタルとヘイケボタ

ルを多数確認しました。 

その他、個人やグループで観察を行った方もおり、花菖蒲の里、谷戸川、草

花公園、平高橋の飛翔は、飛翔の時期を過ぎていたため未確認であったという

ことです。また、委員の方に６月 13 日から 30 日の間、主に日の出地区と横沢

地区で現地確認をして頂きた結果について、配布資料の３頁にホタルの数を示

してあります。 

いずれにしても花菖蒲の里のところのホタルの復元・繁殖については、原則

として地権者の了解を得ています。しかし、地元自治会、地元の花菖蒲の里の

会員の方に、今後繁殖して使用出来る様な状況になりましたら管理運営をお願

いしたいと考えています。以上です。 
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○座長  蛍保全分科会からの報告でした。これについてご質問等ありましたらお願いし

ます。 

○市民委員 平高橋の下流は、モデル区域に設定してあるのですか。湧水が出ている所で、

管理用通路がある範囲なのですか。 

○行政委員 管理用通路があって広くなっており、かなり朽ちた感じのベンチとかが置い

てある所です。 

○市民委員 下が崖になっていて湧水がある場所は、モデル地域にはなっていないんでは

ないですか。そこに行くまでに人家があり、大勢が訪れて地域の方に迷惑にな

るので、モデル地域にはどうなのかという話しがあったと思います。そこにカ

ワニナを繁殖しようかと考えているのですか。 

○市民委員 少し上流にホタルが飛んでいる訳ですから、少し手入れしてカワニナが生育

する条件を作れば、それが移って来る可能性もある等いろいろな意見交換もや

りました。着手できるか目処が立たないので、手入れをするのはまだやってな

いです。 

○行政委員 今の話ですと現段階では一呼吸おくということですね。カワニナの生息環境

面からみると候補地としてはかなり確度の高い場所と言うことですか。 

○市民委員 あの辺は湧水が多いところがかろうじて残っている場所なので、今の環境を

ある程度維持していけば、復元できる場所かなと思っています。 

○行政委員 少し上流にはホタルが確認され、また下流にはカワニナの生息も確認されて

いるので、他所からホタルやカワニナを持って来なくても繁殖できると考えて

おられるのですね。大勢で訪れると周辺の人家への迷惑につい考えたほうがよ

い。 

○市民委員 そのへんが課題で、地域との連携が必須であると考えています。 

○市民委員 この地域に住んでいる方から話を伺った事がありますが、その方は保全した

いと思っている方なので、大勢の人が見に来てもらうことで地域の人もここは

重要なのかという認識が出来るので、どんどん調査をして欲しいと言っていま

した。地域の中だから逆に意見が言いにくい事があって、保全をしていくため

には外の力も必要なのではないかという意見です。しかし、地域の中でもいろ

いろな意見があるようです。 

○市民委員 駐車場もなく、遊歩道も基点も終点も明確ではない場所にホタルが大発生し

て、多くの人々が来るまで訪れて秋川でひどい問題になっていると聞いていま

す。そういうことを招く事にならないように、分科会の中ではいろんな議論が

出ています。例えば、草花公園のように駐車場もある所にホタルの生息場を再

生できないだろうか。こういう場所であれば多くの人が訪れても地域にもそん

なに迷惑をかけないですむ。 
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○座長  他に何かありますか。それではまたもしありましたら後でうかがいます。続き

まして整備計画検討会の活動状況について報告をお願いします。 

 

○東京都河川部 整備計画検討会の活動状況を報告します。 

今年度は、スケジュール表に示してあるように、予定より１ヶ月遅れで整備

計画検討会を 6 月と 8 月の２回実施しました。検討内容については状況報告書

にもあるとおり、16 年度から継続している整備計画の読み合せを行い、8 月に

読み合わせが終了しました。整備計画素案ドラフトの新旧比較表という当初案

から修正案したものについても 8月に意見交換を実施した。 

活動状況報告書にその際の主な意見として、４つほど抜粋して載せています。

①平井川流域にある農地にみられる窪地の貯留効果を治水計画に見込むことは

出来ないか。また、沿川の市街化を規制できないかというような意見。②更に

緑地の保全を図り、開発をする際には対策を図るような総合的な治水対策をこ

の整備計画に導入できないかという意見。③市民が親しめる場の創出を図って

いってもらいたいという意見。④整備計画に改修済み箇所でも河川環境上好ま

しくない箇所について改良を行うことを示してもらいたいという意見がありま

した。 

次に 8 月 3 日の第 2 回検討会ですが、一応ひと通り整備計画書の読み合わせ

が終わりましたので、その読み合わせ終了後の修正案についての意見交換とゾ

ーニング資料の作成についても意見交換を行いました。 

修正案についての主な意見としては先ほど市民委員の方からも話しがあった

ように、高瀬橋付近の遺跡が道路工事の現場で出ており、それに関する資料収

集等を行ってこの整備計画にも反映できないかという旨と、整備計画書では 50

ミリ整備の必要性があまり見受けられないということが指摘され、もっと治水

計画に於いても土地の保水能力とかそういったものを踏まえたような計画に変

更できないのかという旨で、流出係数の変更というようなことを意見として出

されました。次回の検討会では、治水計画の内容等については説明しようと思

っています。 

ゾーニング資料の作成についての意見交換を行い、これについて目的と作成

方法を議論させて頂きました。基本的にはゾーニングは、河川区域のみの検討

を当初考えていましたが、市民委員の方から河川区域内だけでは平井川の自然

環境は語れないということで流域も含めてぜひ進めていきたいとうい意見があ

りました。それから先ほどあった道路計画の話しについて議論がいろいろ出た

というのが主な内容です。 

今後の予定として、河川整備計画のスケジュールは、10 月に住民の意見聴取
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というのが予定では載っていますが、都としては 11 月に東京都の河川整備計画

の学識経験者委員会を予定しています。平井川の流域連絡会の方々の意見の反

映等の準備が整えば学識経験者の意見を聞く予定であります。 

以上です。 

 

○座長  ありがとうございました。河川整備計画検討会の活動状況報告ということでい

まお話を頂きました。この件についてご質問等ありましたらお願いします。 

 

○市民委員 50ｍｍ整備の問題と流出係数の変更については、今日の議事日程の中のどこ

かで予定されているのか、それとも次回を意味しているのですか。 

○東京都河川部 次回の整備計画検討会の時に予定しています。 

○市民委員 ゾーニング資料の作成については、具体的にいつ頃どこを現地視察をしよう

と考えていますか。 

○東京都河川部 そこまで前回議論出来なかったので、その前に河川整備計画の意見交換

がもっと必要であると考えています。そうするとゾーニングの資料については

先を見据えると今年度は厳しいと思っています。そのへんは臨機応変に対応し

ようと思っています。 

○市民委員 11 月に学識経験者の委員会となっていますが、ここで 50ｍｍや流出係数の問

題で、我々としては是非もっと緩やかな基準で整備して欲しいという意見を受

け止めて頂ける様な方向なのか、反映されるといいなと思っています。そこで

次の整備計画検討委員会が 10 月ぐらいにはなんとか出来るでしょうか。 

○東京都河川部 9 月にはなんとか検討会を実施しようと思っています。11 月に先ほどい

った東京都の学識経験者の委員会がありますので、その前に委員の意見も紹介

できればと思っています。 

○市民委員 学識経験者の意見聴取というのは平井川と他の川とか、まとめて行われるの

ですか。 

○東京都河川部 そうですね、他の川も合わせて行います。今までの例では３河川ぐらい

一緒にやっています。候補として上がっているのが平井川以外に神田川と渋谷

川を予定しています。 

○市民委員 もし次回の整備計画検討会で、議論途中で時間切れになった場合とか、そう

いう場合は別に 11 月に足並みを揃えなくてもいい訳ですね。 

○東京都河川部 そうです。2 月ないし 3 月にもう一度他の河川と合わせてやる機会もあ

ると思います。 

○市民委員 はい、解りました。 

○市民委員 その２つないし３つの川を一緒にやるということですが、そのへんの認識が

ちょっと我々と違う感じがします。平井川というのは非常に独自性があるとい
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うか特徴のある川で、例えばいま出た神田川とは全然性質が違い、そういう全

く性質が違う川を一緒に議論するというのがどうもよくわからない。 

○東京都河川部 専門家の方々ですので、しっかりと頭を切替えて、平井川の特徴、神田

川の特徴をしっかり説明した上での議論になりますので、同じ土俵には上がる

のですが、そのへんは逆にある意味比較される事によってもっと平井川ではこ

うすべきではないかとか、もっと神田川ではこういう重点化すべきではないか

とかそういう意見は出ます。 

○市民委員 委員会は、傍聴は出来るのですか。 

○東京都河川部 非公開の委員会です。場所もこの半分ぐらいで、事務局が説明をし、そ

れについて、委員の方に意見を頂くというかたちです。 

○市民委員 ぜひ専門家の先生方がどういう意見を述べられるかは勉強になるので傍聴し

たい。 

○東京都河川部 それは議事録ではいけませんか。 

○市民委員 議事録は残るのですか。 

○東京都河川部 議事録は残ります。 

○座長  この件についてはこのへんでよろしいですか。それでは平成 17 年度及び 18 年

度河川工事の予定について、ということで、事務局のほうから説明をお願いし

ます。 

 

（３）平成 17 年度及び 18 年度河川工事の予定について 

 

○事務局  それでは平成 17 年度及び 18 年度の平井川の整備工事の説明をさせて頂きま

す。まず、平成 18 年度工事の方から説明をさせて頂きます。 

平成 18 年度平井川整備工事の整備箇所ですが、多摩川合流付近の既設の落差

工の改修工事と落差工設置箇所の護岸工事を予定しています。工事期間は、平

成 18 年 10 月から平成 19 年 3 月を予定しています。 

落差工の現況は、ブロックの下の砂が洗われ沈下している。それに反して両

サイドの部分が隆起しており、構造的に不安定となっています。また、魚道に

十分な流量が流れないため、魚が遡上できない状況になっている。さらに、護

岸の形状は、現在コンクリートブロックを棚積みに設置してるため植生が望め

ない。 

このことを踏まえて今回、落差工の改修にあたってのポイントを整理します

と、まず１点目が、不安定な構造物になっているので、落差工を改修すること

で機能を発揮させ、平井川の治水を安定させる。 

２点目は、落差工を設置するのであれば当然魚道としての機能を確保する必

要があり、全面魚道タイプを採用する。 
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３点目は、護岸形状をブロックの多段積みにし、植生可能な護岸を採用して

緑化を進める。 

４点目に、周辺環境の保全に努める。 

以上、４つの大きなポイントを基に平成 18 年度の整備を実施していきたいと

考えています。 

以上で平成 18 年度の説明を終わります。 

○座長  覆土の安定性はいかがですか。 

○事務局  勾配によって植栽がやり易い、やり難いというのもあります。安定計算もし

なければいけないのですが、今回の護岸の勾配が 0.5 ですが、それで植栽は十

分可能であるという設計計算をしております。 

○座長  施工中に大雨が降った時に流される危険性というのはありますか。 

○事務局  大雨が降った時に流される危険性もあるのですが、今回施工期間が 10 月から

3月とし、大水がほとんど発生しない時期としています多少の出水であればある

程度もってくれるので、台風並みが来ない限りは大丈夫だろうと考えています。 

○市民委員 平井川ではこれと同じ工法を使っているところはないということですね。 

○事務局  ないと思います。 

○市民委員 同じ質問ですが、ひとつは大変配慮のある工事を考えておられてうれしいこ

となのですが、落差工を全面魚道にするということはいまよりも距離を長くす

るというと傾斜は緩やかになりますか。 

○事務局  緩やかになります。傾斜は 20 対 1 です。 

○市民委員 全面魚道にすると現状よりも魚道の長さが長くなるのか。 

○事務局  長くなります。 

○市民委員 覆土したところに植栽するのは何か特定の種ですか。それとも雑草が復帰す

るのを待つのですか。 

○事務局  今のところ在来種が根張りするのを待つ方法を考えています。 

○市民委員 何か在来種で根張りがよく、かつ見栄えがいいものはないですか。種子を吹

き付けたりすることはできないんですか。 

○事務局  通常種子をまぜて強制的に生やしているのですが、一応自生している種を混

ぜて、種子を吹き付けることができます。早く生やす場合は外来種を入れてし

まうのですが、やはり最近はいろいろ外来種の問題がありますので、工事の時

に生えている植物で一番良いものの種子を選んでいくのがよいと思います。 

○市民委員 工事箇所の周辺ですか。 

○事務局  はい、植生調査もやっていますので、周辺のものを選んで、種を採取し混ぜ

込んでいけば自生のものが生えていくようにするというかたちで選定できます。

ただオオブタクサ等の外来種が入ってきてしまう可能性があります。 

○市民委員 落差工の従前の工事はいつ頃行われて、あのように変形した原因はなんです
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か。 

○事務局  そのことについては、調べてこなかったのですが、あのように変化したとい

うのは、ブロックのすき間から下の土が抜けて、ガタガタになってしまい、今

のような状態になっていると考えています。何年ごろやったかまでは調べては

いません。 

○市民委員 感としてはどうですか、20 年、30 年くらいですか。 

○事務局  ブロックの減り具合からみて 20 年以上は経っているのではないかと思いま

す。 

○市民委員 判りました。ありがとうございました。 

○事務局  続きまして平成 17 年度工事について説明させて頂きます。 

17 年度工事は 16 年度に尾崎橋上流 50ｍの区間を施行しました。それから延

長を延ばして 150ｍの区間、観音橋の下流のところまで工事をする計画となって

います。また、菅瀬橋下流でまだ保留の段階なのですが道路擁壁工事の予定が

あります。 

本年度整備する尾崎橋上流 150 メートル護岸の右岸と左岸の現況は、コンク

リートで護岸が固められている状態で、河床も玉石等が少なく魚等が生息でき

る環境は少ない。護岸がコンクリートブロックなどであり、護岸温度が高くな

ってしまい、生物等の生息環境によくないだろうという意見があります。 

改修工事のポイントを整理すると、まず 1 点目に計画流量が満足していない

河川断面となっているので、計画流量を満足させて護岸を整備することで平井

川の治水を安定させること。２点目は、生物に望ましい環境に配慮した護岸整

備をするための工法を積極的に取り入れて行くこととしています。具体的な策

としましては 16 年度と同様、空石積み護岸や空石張りの護岸を採用します。ま

た、管理用通路等に植生工を行い、植生の豊かな護岸とします。 

河床にある程度大きな 50cm ぐらいの石を何個か並べて変化のある流れを作

ることを考えています。 

整備後については、平井川では生物・植物の調査を継続しようと考えていま

す。工事前と工事後に同様の調査をし、実際に生物が戻ってきているのかどう

かの確認や今後の検討資料とするためにこういう調査を継続的に行っていこう

と考えています。平成 16 年度工事区間については、今後、工事後の追跡調査を

行っていきます。平成 17 年度の上流部についてなんですが工事前の事前調査の

ほうは済んでおり、河川工事は、調査に基づいて設計を行いました。工事後の

追跡調査も続けて行っていこうと考えています。 

菅瀬橋下流の擁壁工事は、道路の付け替えをするのにあたって段差ができま

すので、土砂を止めるために擁壁工事を行い、18 年度に計画されている道路付

け替え工事に備えた工事です。17 年度工事については以上です。 
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○座長  説明は 17 年度 18 年度の河川工事ということで、一部最後 17 年度の擁壁工事、

これについては道路の付け替えの事前の擁壁の工事ということで、その件につ

いてもご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

○市民委員 昨年度に 50ｍの工事があって、今年度は 150ｍの工事をするということです

が、すべて遊歩道みたいなのは付いているのですか。 

○事務局  管理用通路は工事を完了した 50ｍ区間については左岸側だけ作っています。

今後も 150ｍ区間ついて左岸側だけ管理用通路を予定しています。 

○市民委員 観音橋の上は平井橋であり、遊歩道の障害になるのではと思うのですがいか

がですか。左岸から観音橋を渡って右岸の方へ遊歩道を歩ける。東平井橋の所

を何とか遊歩道を低くすれば遊歩道が全てつながるんですが、ちょっと工夫し

て、この工事に合わせて考えて頂きたい。 

○行政委員 整備計画のゾーニングとかもいろいろある話なので一緒に考えていきたい。 

○市民委員 はい、先を見ながら計画に入れて頂ければよいのですが。 

○市民委員 東平井橋と日の出橋の間ですよね。 

○市民委員 そうです。 

○市民委員 観音橋から日の出橋までは管理用道路は右岸にありますが、その下流の話で

すか。 

○市民委員 下流は、左岸にあって、上流に行くと右岸はありますので、東平井橋のとこ

ろで遊歩道をつなげて頂ければ継続します。 

○市民委員 道路を横切った後の日の出橋と東平井橋ですね。 

○市民委員 多西橋下の左岸の網状のマットを積み上げた整備の計画を伺いましたが、崖

のような崩れた状態の場所ですか。 

○事務局  そうです。 

○市民委員 けっこう傾斜角度が強いところですよね。御堂会館の下のところもカーブし

たところが玉石の石積になっていますけれども似通った傾斜角度の場所です。

その形状と今度の籠マットの違いはなんですか。どうしてそれを選ばれたので

しょうか。 

○事務局  御堂会館の下のところはモルタルです。コンクリートで固めてしまっていま

すので、草花公園のところは、植生が全く生えない状態になっています。今回

は緑化を積極的にしていきたいということで、全て覆土、土と石を使った護岸

を作ります。 

○市民委員 そこに植生をもって来るというのができるのですか。 

○事務局  できます。 

○市民委員 説明の最初に道路の擁壁については、まだはっきりしないような言われかた

をしていたような気がするのですが、その説明をして下さい。 
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○事務局  道路の付替えをしないということではなく、住民の方が盛土をしたいという

意見も出ていまして、もし盛土をするのであれば擁壁を設置する意味がなくな

ってしまうということです。 

○市民委員 田んぼとおっしゃったけれども、田んぼではなくいま畑になっています。道

路の高さまで盛土をするのですか。 

○事務局  住民側の方からそういう依頼がきています。 

○市民委員 管理用道路の関連で、総合的に青写真みたいな管理用道路の将来計画として

ルートを引いて頂きたい。例えば道路にぶつかって橋にぶつかった時には下を

通すのか、一度歩行者用信号を通していくのか、いずれにしても左岸に行った

り右岸に行ったりしながら、川沿いの通路をつなげるような、20～30 年先を見す

えた青写真を決められればいいなと思うのですが。 

これは勿論皆さんの意見や自治体の意見なども十分に聞かなければいけない

のですが、そのためには日の出やあきる野の関係者が絡んでぜひ意見が聞きた

いし、我々の要望も伝えたいと思います。 

○市民委員 いまの様子では橋がちょうど遮る、橋の下を通すのが一番いいと思います。

ところがやはり洪水があったら危険だと思いながら、しかし一番通しやすいの

は橋の下で、少し草をむしって遊歩道をつくれないかと思います。見通しをも

ってぜひとも地域の住民の安全、夢のある道を作って頂きたいと思います。こ

れは河川工事以上に価値が出てくるのではないか、地域のために、ぜひともそ

の辺をお願いしたい。 

○市民委員 流量が増えると水没してしまう橋がいくつもあるというじゃないですか、そ

の時に渡る、渡らないの自己責任というぐらいの考えでよいのではないか。つ

まり降水量が多くて危険なときにはここを歩かないで下さいというようなこと

はとても河川管理者としては考えられないことですか。 

○行政委員 管理用通路そのものは、水没しては意味がないので、遊歩道の時に始めて水

没してもいい気配りを考えるのかな、それをもしも河川管理者がやるとすれば

どういう配慮や予防をするのかを考えていくしかないのかなと思います。現実

には、秋川等に水が増えると水没するところがあるのですが、水位が下がりき

らないと渡りきれない箇所もあります。途中でわかって引き返さなければいけ

ない場所があったりします。普段増水さえしなければ通れるような道というこ

とでこれまでも整備してきております。他についても川の整備そのものだけで

はなく、管理用通路は計画の中に入れていかなくてはいけないかと思っていま

す。 

○市民委員 是非よろしくお願いします。 

○市民委員 17 年度と 18 年度の工事と直接関係ないのですが、河川工事の予算は、いつ

頃決まっていくのかをもう一度説明して頂きたい。 
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○事務局  来年度の予算ですと今年の 6月ぐらいには予算案を提案します。 

○市民委員 18 年度のはもう出したということですか。 

○事務局  そうです。6 月に出した時点でもう既に決まっているかというとそうではな

く、全体の中で河川部が整理をして、18 年度予算が決まるのは 18 年の 2～3 月

にやる議会の時に決まります。 

○市民委員 決まると動かせないわけですよね。そうすると今の段階でいうと 6 月の段階

で予算を出して調整の時期に入っているということで、工事内容についての調

整はいま出来る時期だということですね。 

○事務局  いまは、まだできます。 

○市民委員 そうすると19年度の工事を考えるのであれば来年の6月に予算を出してしま

うわけですよね。 

○事務局  そうです。予算も実は対国に対して、平井川は国の補助を頂いていますので

国の方へ補助申請をするその時期が概ね 6 月、それを踏まえて都予算を組むわ

けです。それがだいたい 8月ぐらいです。 

○市民委員 そうすると 6 月に向けて、いろいろな工事についてつめていく時期というの

はいつ頃なのですか。6月に出さなければいけないからもっと早くからですよね。

それは何月ぐらいからですか。 

○事務局  内容的には、5月ぐらいからは当然作業の調整にはいる。 

○市民委員 そうすると19年度の工事については例えば3月の流域連絡会でいろいろ意見

を言ったのではちょっと遅い感じもしますね。 

○事務局  18 年の 3月では早すぎるくらいで、たぶん議論にはならないと思います。 

○市民委員 でもその年の 6 月には予算を出してしまう訳ですよね。流域連絡会 2 回しか

ないから 3 月にやると次は今年度も 8 月ですよね、そうすると 3 月と 8 月の間

が空いて、その間に予算が決まるわけですよね。 

○事務局  ただ 6月で決まるわけではないんですよ。 

○市民委員 それは国へ補助金を申請するためにはこういう工事をやるという具体的なも

のは持たなければならないでしょう。ということは 3 月ぐらいに来年度工事は

こういうことを考えているよというある程度素案がある訳でしょう。3月ぐらい

に大よその概況を示して頂ければ、19 年度の工事はこういうことを考えている

のでということを行政側も市民側もある程度イメージを持てると思います。 

○事務局  箇所まで限定して言えるかどうかは難しいと思います。 

○市民委員 そうするとやっぱり 4月 5月でやるのですか。 

○事務局  そうですねだいたい作業的にはそうです。 

○市民委員 それで具体的な国の補助金を得るための箇所や内容がある程度解った時点で

こういう会が開けないかというのが希望です。だからこれは会の設定の時期の

問題と整理案をつくるためのタイミング等の問題ですが、ぜひ来年その辺を検
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討してもらいたい。 

○事務局  予算作りとこの流域連絡会の開催時期に関する考え方ですね。 

○市民委員 もっと基本的にいうと 19 年度の工事の箇所や内容について市民側の意見を

聞いて最初に考えていたものを考え直すことを前提に流域連絡会が開かれるの

か、あくまでこういったことをやりますよという報告だけで開かれるのかその

へんをはっきりして頂きたいです。 

○事務局  今回の 17、18 年度の工事については、去年 8月にある程度かたちが見えたの

で事業計画を報告しました。当初、18 年度の工事は、菅瀬橋の下流側の左右岸

の護岸工事を２～３年かけて行う予定でした。しかし、皆さんの意見をいろい

ろ聞いていて、保全計画がある程度出来ないと工事を始めないで欲しいという

ような話しがあったので、計画した保全計画が受け入れてくれそうな場所を探

したところ先ほど18年度工事で説明した多摩川合流点上流の落差工となりまし

た。そういうようなことで、次年度だけではなく、2年 3年先のこともある程度

計画が見えてきた段階でどんどん説明し、意見を伺い調整していければいいと

思っています。 

18 年度工事につては、多摩川合流点上流の落差工として、18 年度予算要望し

ています。もし、流域連絡会でまたそこも良くない、どうしても別のところを

探してくれないかという話しになるかもしれないと考えています。ある程度の

融通が利くような予算要望はさせていますが、現段階では、多摩川合流点上流

の落差工でご了解願いたいということで説明しました。 

先ほどの予算の話に戻りますが、予算要望や工事予定箇所、予算要望の時期

については遂次連絡しながら調整していきたい。流域連絡会についても「議題

その他」で予定しているものもありますので、年内に 1 回開くことも考えてい

ます。いろいろな整備計画がある程度煮詰まった段階で、どういうかたちで整

備していかなくていけないかとかいう方法も出ますので、皆さんの情報も生き

ると思っています。 

○市民委員 尾崎橋の下流のところをとりあえずは置いておいて、多西橋下流の方にして

頂いたというのは、菅瀬橋の下流もとりあえずは保留になったという点で大変

ありがたく思っています。ただそういったやり取りが本年度に関しては現況調

査分科会の中で行われたものですから、入っていない委員もいるので、本当に

現況調査分科会でそういったことを話し合って決めてしまっていいのかなとい

う思いがあり、流域連絡会の中でそういう議論が出来る時期にやって頂ければ

と思いました。 

○座長   時期についてはまた事務局のほうで調整させて頂ければと思っています。 

○事務局  出来るだけ皆さんの意見が出るようなかたちでやっていければいいと思って

います。 
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○市民委員 私も現況分科会に入っていたのですが、欠席が多くて流れが見えていません

でした。今の工事を説明して頂いたことに関して場所を変えて頂いたことはあ

りがたく思っています。その時にああいう材料が出たとか、今の説明を伺うと、

いま材料について何とかして欲しいとかということはなかなか言えないです。 

○事務局  そうですね、場所を変えて、候補的にはこれ以上のものは見当たらないとい

うことで、精一杯の努力をしてやっているつもりです。 

○市民委員 本当にそれに変るものがあるのかというところに関しても、その煮詰める時

間というのはやはり、例えば 3 ヶ月とかなくて、やはり魚道だったらどうだろ

うということに関して何人かの専門家の方と顔を合わせながら錬っていく数年

間とか、やはり様々な魚道に関しても必要になってくる場所もあると思います。 

○事務局  確かにそういうふうに細かくやっていければいいとは思います。けれども年

月がかかってしまうと工事そのものが出来なくなってしまうというものもあり

ます。先ほどの説明でもしましたが、専門家がいろいろ研究をして、いろいろ

な魚が上れるという実験結果も出ているということで、いま一番あそこについ

ては良いだろうということで採用しているということです。現段階では。ちょ

っとそれが皆さん始めて聞く部分もあるのかなという気がしますが、我々とし

ても時間的な問題もあり、こうならざるを得なかったということです。 

○市民委員 例えば専門家はいかがですかとか聞きたいところも出てくるわけなので、や

はりゆとりを持って流域連絡会に市民と話すという事をもっともっと持って次

回は開いていただきたいと思います。 

○事務局  結局、保全の計画、整備計画の中でいろいろ詰めていけば、今後やる場所が

ある程度かたまってきます。そうするとある程度先が見えると、例えば 5 年後

ぐらいまでの計画が見えてくれば5年後まで見た形でここの場所はああしよう、

こうしようという話しはどんどん出来るのかなと思います。これまでが急過ぎ

て時間が無かったというのがこれまでの問題だと思うので、出来れば他のとこ

ろをやってある程度時間を稼いで整備計画とリンクされたかたちで整備させて

頂ければ本当は一番いいのかなと思います。要するに作業の中で考えながらい

きたいということです。 

○市民委員 これは今後のお願いですが、川だけにこだわらず流域全体をということで整

備計画も考えて欲しいです。やはり河川と道路それから橋脚について、それら

が交差したり、そばにあった場合は、出来るだけ早くどんどん情報を知らせて

ほしい。 

○市民委員 今の意見と続くのですが、例えばこの現況調査分科会の第 1 回目に私は出て

いましたが、こういう工事の現場に行って進行状況が良く確認できたわけです。

是非、今後とも我々市民とのコミュニケーションを多く持って頂きたいと思い

ます。 
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○事務局  現場を見られて直に解ったと思いますが、やはり図面で見るよりも現場でこ

うなるんだよというのが見られればどんどん理解も進むのかなと思いますので、

出来るだけああいう工事の機会をとらえて、皆さん現場を見て、現状を知って

いかれればいいのかと思っています。 

○市民委員 現況調査分科会で現地を歩いたときに何人かの委員から意見が出たと思うの

ですが、工事１課の方にもぜひ出席していただいて平井川のどこをどうなる予

定があるのかとか、どんな道幅でそれは考えているのかとか、そういった話も

ぜひ整備計画にも絡んできますのでお願いしたいと思います。 

○座長 １課のほうの工事については、平井川のところで現段階のうち整備計画に絡むと

ころがあるとすれば、私どものほうで 1 課を呼ぶというよりも同じ事務所です

から内容を全部聞けば我々でもわかりますので、その辺の情報は全部出せると

思います。今回の整備計画をつくっている区間で決まっている情報、あるいは

予定している情報等があれば資料として出すように調整します。場合によって

は、もっと細かく担当でなければ解らないような事態があるとすれば説明して

もらうようなかたちになると思いますが、ある程度説明は、事業が動き出さな

い前は我々でも正確に伝えられると思いますので、その辺の情報は処理して

我々のほうで対応します。 

○市民委員 1 課の方に来て説明してもらいたいと強く思っている部分もあるのですが。 

○座長  どういうことを 1 課のほうで説明して欲しいのかということを聞きまして、1

課のほうと調整させていただいて、1課も出るか出ないか、あるいは流域連絡会

で説明するのがいいのか、それとも 1 課として事業者として説明したほうがい

いのか、それをまた判断しなくてはいけないと思います。そういう情報がある

とすればそれなりに言って頂ければ我々のほうでそういう調整は全てします。 

○市民委員 遺跡調査している場所は、道路が３本ぐらい予定として通りますよね。 

○座長 今、私が承知しているのは遺跡調査しているところの 1 本は認識していますが、

それ以外はわかりません。 

○市民委員 あの西側にも 1本、計画線が引っぱってあるんです。 

○市民委員 平高橋の西側ですか。 

○行政委員 代田橋の西側です。あれは都市計画道路ですが、まだやる、やらないという

ことはないです。新しく貫けた代田橋と新しく貫けた橋の間ですよね。都市計

画線はあるが、まだ決まっていないのでいま現段階では何も言えないと思いま

す。 

○市民委員 計画線だけは、あきる野市の都市計画図で出ているのですが、実行の順番は

わからないです。 

○行政委員 都市計画線に入っていて話しがないということは、予定自体も決まっていな

いというのもあります。 
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○市民委員 あとはっきりしているのはなんですか。 

○行政委員 それは、観音橋から左岸側をずっときて、遺跡調査をやっているところを通

って、折り返しながら、いまは道が整備されていないから、あっちうろうろし

ているから何本もあるように見えますけれども、あれは 1本の道路です。 

○行政委員 何かそういう質問があるとすればどんどん言って頂ければ、調べて報告しま

す。 

 

（４）その他 

 

○座長  時間も 9 時を過ぎましたので、３番までの議題についてはこの辺で終わらせて

頂き、４番の「その他」について事務局から説明をお願いします。 

○事務局 河川愛護月間という資料をご覧下さい。7月 23 日に平井川クリーンアップとい

うイベントを行いました。平高橋から南小宮橋に至る約 1 キロの区間で、地元

の高校、地元の一般参加者及び事務局の計 55 名が参加し、川の清掃を行いまし

た。その結果、約 2 トン車 1 台分のゴミが集まりました。参加者の感想等が、

細かく書いてありますので、ご覧頂きたいと思います。愛護月間については以

上です。 

○事務局 次に、「水ってなあーに 第 8回日本水大賞」という資料が入っています。今年

も日本水大賞への募集のお知らせが来ています。裏を見て頂きますと対象とな

る活動の内容は水循環で、色々な賞が設けられています。団体に属している方

もいらっしゃると思いますので、このような主旨の活動をしておられると応募

が出来ます。詳しい応募内容等がございますので、詳しく知りたい方は事務局

に言って下さい。また、併せて「日本ストックホルム青少年水大賞」という募

集をしておりますので見ていただければと思います。以上です。 

○市民委員 お尋ねしたいことがあります。橋の名前は忘れてしまったんですが、平井川

上流部に川遊びがとてもしやすい場所があり、毎年子どもを連れて行くのです

が、先日行きましたら橋の袂に「ここで水遊びをしてはいけません！東京都西

多摩建設事務所」という新しい看板が立っており、ショックを受けました。た

ぶん橋梁の部分が危ないという意見が出たと思うのですが、今全国的に水遊び

を復活していこうという動きがあり、ああいう深いところで親が注意しながら

遊ばせるという方向にいっているのに、何故あのような看板を立てたのですか。 

○座長  看板は、警察から危ないから付けてくれと言われ、付けた経緯があります。そ

ういう意見があるとすれば地域と調整しなければいけないという気がします。 

○行政委員 あの場所で、子供が溺れた事故があり、それで警察からの要請があった。 

○市民委員 子どもの水辺の学校などでも子どもが亡くなられたことはある。いろいろな

議論をしながら、危険と隣り合わせで遊ばせていくというしかないと思います。 
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○行政委員 危ないから看板をたてたほうがいいのか、無い方がいいのかなということで、

意見が分かれる。 

○座長  自己責任でやるかどうかなんですが。 

○市民委員 看板の内容をもう少し検討したほうがいいと思います。 

○座長  内容については細かく聞いていなかったのですが、今の話を聞いているとやは

り内容を検討した方がよいと思います。そこだけではなくて他の場所でも、例

えば「沢筋が川に流入するところについては立ち入り禁止」とか、落石がある

ような崖の場所もありますので、そういう所には看板をつけているなど、地元

の方と調整してやらざるを得ないと思います。 

○市民委員 看板の文面を工夫すれば解決する問題かもしれないです。 

○東京都河川部 他の河川では洪水の時には遊ばないで下さいとか、遊ぶ場合には注意し

て遊びましょうとか、深みがあるので注意して遊びましょうというそういう肯

定的な内容の例もあります。 

○事務局 西多摩建設事務所で実施した生物調査概要版を配布しております。その１は、

魚類、底性、植物調査を尾崎橋上流も含めた概要です。その 2 は、鳥類調査、

主にオオタカを中心に実施した調査です。貴重動物の生息箇所、タカ類が飛ん

でいる状況とかかなり細かく入っていますので取扱注意という形で配布させて

頂きます。よろしくお願いします。 

 

○座長  今日はこの辺で終わらせて頂きます。今日は本当にご苦労様でした。 


